
 
 

 

デジタル化推進の取組状況について 

 

１．「豊島区ＤＸ推進計画」の策定 

 

令和 4 年 6 月に、「あらゆる人・あらゆる世代がデジタル化の恩恵を享受できる“人

にやさしいデジタル化社会”」の実現を目指すため、「豊島区ＤＸ推進計画（令和 4年度

～令和 7年度）」を策定した。 

本計画では５つの方針を定めており、これらを着実に実行することにより、区民と区

がデジタル化の恩恵を享受できる社会を構築することが可能となる。 

 

方針１．区民サービスのデジタル化 

方針２．デジタルを活用した業務改革 

方針３．民間との協働・データ利活用による新たなまちづくり 

方針４．職員や区民のＩＣＴリテラシーの向上 

方針５．セキュリティ対策の徹底 

 

２．各方針の主な進捗状況 

 

（１） 方針１．区民サービスのデジタル化 

 

①基幹系業務システムの標準化対応【計画 1-1-1】 

【概要】 

  地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、地方公共団体は対

象の 20 業務※において、令和 7 年度末までに国が仕様を定める標準準拠システ

ムへ移行することが義務付けられている。また、移行先の標準準拠システムは国

が用意するクラウド環境「ガバメントクラウド」にて運用することが推奨されて

いる。          ※特別区は法人住民税、固定資産税を除く 18 業務 

 ⇒ システム標準化のイメージは別紙１（P.7）を参照。 

    

 

 

 

 

 

 

 

対象業務 所管課 対象業務 所管課

住民基本台帳 総合窓口課 障害者福祉 障害福祉課

印鑑証明 総合窓口課 介護保険 介護保険課、高齢者福祉課

戸籍 総合窓口課 就学 学務課

戸籍の附票 総合窓口課 後期高齢者医療 高齢者医療年金課

国民年金 高齢者医療年金課 生活保護 生活福祉課、西部生活福祉課

選挙人名簿管理 選挙管理員会事務局 健康管理 地域保健課、保健予防課、健康推進課

個人住民税 税務課 児童手当 子育て支援課

軽自動車税 税務課 児童扶養手当 子育て支援課

国民健康保険 国民健康保険課 子ども・子育て支援 保育課、庶務課

行財政改革調査特別委員会 
6.10.30 政策経営部情報管理課 
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【メリット】 

  全国の自治体で同じ仕様のシステムを運用することで、法令改正等に伴い定期

的に必要となるシステム改修に要する人的・財政的なコストの適正化が期待され

るほか、各自治体が同じ仕様のシステムを運用することで、国と自治体間、各自

治体間でのデータ連携がよりスムーズになることが期待されている。 

 

【これまでの経緯】 

令和 3年 9月  地方公共団体情報システムの標準化に関する法律 施行 

令和 4年 10 月 地方公共団体情報システム標準化基本方針 閣議決定 

令和 5年 9月  地方公共団体情報システム標準化基本方針 改定 

 

  【スケジュール】 

   令和 5年度 現行システム・業務との差異分析 

         新たなシステムと現行システム等との差異分析を行い、標準化に伴

い見直しが必要な業務フロー等を把握。 

   令和 6年度 移行計画策定 

         業務ごとに、新たなシステムの構築やデータ連携等のテストに関す

る大まかなスケジュールや手順等を移行計画としてとりまとめ。 

               新システム構築 

         新システムの設計・構築を行う。 

   令和 7年度 運用テスト 

         各システムの稼働テスト、各システム間のデータ連携等の確認を行

う。 

         運用開始 

         令和 7年末に移行作業に着手し、令和 8年 1月 5日（月）に新シス

テムの運用開始予定。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和5年度 令和6年度 令和7年度

年末年始

システム移行

現行システム・

業務との差異分析
移行計画策定 新システム構築

運用テスト

運用開始
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【課題】 

  ▷ 全国的に SE 等の人的リソースが不足しているほか、各自治体の稼働開始時期

が集中することに伴う移行業務の進捗懸念。 

   ⇒ 本区では５つの業務が令和 7年度末の移行期限に間に合わない見込み。 

  ▷ 全額国庫負担とされる国庫補助金の充当額が不足しているほか、移行期限に間

に合わないシステムに関する経費が補助対象外とされている。 

   ⇒ 本区の構築経費は R6・7 の 2 年計で 30 億円を超えるのに対し、国庫補助の

交付見込みは約 26 億円。 

 

  ②行政手続きのオンライン化の拡大【計画 1-2-1】 

  【概要】 

各種行政手続きについて、電子申請システムによりオンラインでも対応可能と

するもの。 

 

    【これまでの取組み】 

   令和 5年度 国がデジタルガバメント実行計画において、地方自治体が優先的に

オンライン化を推進すべきと定めている 58 の手続きのほか、それ

以外の手続きについても対応を進め、136件のオンライン化が完了。 

令和 6年度 令和 6年第 1回定例会招集挨拶 

 「…オンライン対応可能な申請手続きを約 300 事務にまで大幅に拡

大していく。」 

            ⇒ 令和 7年 4月から 300 事務での運用となるよう手続き拡大中。 

 

 
令和４年度 令和５年度 

前年度比 

（件数） 

前年度比 

（割合） 

メニュー数 ８７件 １３６件 ＋４９ ＋56.3％ 

申請利用数 37,560 件 49,792 件 ＋12,232 ＋32.6％ 

メニュー例：「認可保育施設等の入所申込み」、「国民健康保険適用終了・資格喪失

届」、「がん検診」など 

 

⇒ オンライン申請の一覧及び利用実績の推移は別紙２（P.8～）を参照。 

 

【課題】 

 ▷ 全庁で使用している現在のオンライン申請システムでは、手数料のキャッシュ

レス決済等、区民ニーズの高い機能に対応できていない。 

 ▷ 申請時に添付資料の原本での提出を求める内部規定があるなど、オンライン化

を規制する規定（いわゆる「アナログ規制」）が庁内に散見されること。 

3



 
 

【今後の展開】  

▷ オンライン申請システムの更改 

次年度から全庁向けのオンライン申請システムが更改となる予定であり、新たな

システムではキャッシュレス決済やマイナンバーカードによる本人認証、電子

署名による法人認証にも対応できる見込み。 

▷ 行政手続き棚卸し調査 

今年度、庁内での全ての手続きを対象に調査を実施。現在、調査結果を分析中で

あり、この結果からアナログ規制の実態を把握するとともに、その解消に向けて

関係課との協議を進めていく。 

 

（２） 方針２．デジタルを活用した業務改革 

 

  ①RPA の利活用促進【計画 2-1-2】 

 

  【概要】 

RPA を各課の庁内事務等で活用することにより、業務の効率化を実現するとと

もに、誤入力などの事務事故を無くし的確な事務執行を図っていくもの。 

 

  【運用実績】 

    

 

 

  

 

【活用効果】 

 

【今後の展開】 

    大量の入力作業等がある基幹系業務で活用のニーズが高いため、令和 7 年度に

予定されている基幹系業務のシステム標準化対応に合わせて当該業務での活用を

広げていく。 

 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

内部事務 4 課 7 課 10 課（見込み） 

基幹系事務※ 2 課 2 課 2 課 

対象課 適用業務 実施内容 
情報管理課 
 

検査、支出起案業務 
（情報系システム関連 3 業務） 

導入前 500 時間 
→年間 190 時間削減（約 38％削減） 

税務課 
 

検査、支出起案業務 
（情報系システム関連 2 業務） 

導入前 30 時間 
→年間 15 時間削減（約 50％削減） 

生活福祉課 経理・相談・保護等 

（基幹系システム関連 10 業務） 
導入前 1228 時間 
→年間 1227 時間削減（約 99％削減） 

税務課 経理等 

（基幹系システム関連 9 業務） 
導入前 2944 時間 
→年間 1065 時間削減（約 36％削減） 

※基幹系事務…住民記録や税、国保など区民の個人情報を管理する事務 

RPA…ロボティック・プロセス・オートメーションの略。

PC 上で人が行う入力作業等を定められた工程で定めら

れた手順通りに自動で実行する技術。 
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  ②生成 AI の活用検討【計画に記載なし】 

【概要】 

   全国的に導入が進んでいる生成 AI を本区の事務処理においても活用し、効率

的かつ、安全な事務運営が可能か検討するもの。 

 

【これまでの取組】 

   庁内向けに昨年度と今年度でトライアルを２回実施した。 

実施期間 サービス名 対象者 参加人数 

R5.9.14～10.13 LoGoAI アシスタント 管理職 133 人 

R6.6.24～8.30 ZEVO（ゼヴォ） 庁内希望者 261 人 

（主な利用状況） 

文書校正・要約、文章作成、アイデア出し、コード・関数作成等 

 

【現在の取組】 

LGWAN 環境で利用可能な上記２サービスを比較し、有意性が見られた ZEVO に

ついて、実務環境での効果を検証するため実証実験を実施している。 

  

 

 

（検証目的） 

▷ 生成 AI の利用により、削減できた時間の集計 

     ▷ 有効な活用事例の収集 

 

【今後の展開】 

    実証実験の効果を踏まえ、業務効率化や事務改善に向けたさらなる活用を検討

する。 

 

（３） 方針３．民間との協働・データ利活用による新たなまちづくり 

 

   ①としま Free Wi-Fi の最適化の検討【計画 3-2-1】 

  来庁者、来街者向けに提供している Free Wi-Fi の効率的な運用を図っていく。

令和 6年度は庁舎等に設置された一部機器の入れ替えを予定しており、入れ替え

後は OpenRoaming（オープンローミング）対応が可能となる予定。 

 

 

 

実施期間 サービス名 対象者 参加人数 

R6.9.3～12.27 ZEVO 子ども家庭部職員 52 人 

Wi-Fi設置場所

本庁舎、東部・西部区民事務所、東池袋分庁舎、としま産業振興プラザ、池袋

保健所、南池袋公園、としま区民センター、区立芸術文化劇場、雑司が谷公

園、イケ・サンパーク、街なかWi-Fi（35か所）、救援センター（35か所）
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※OpenRoaming：Wi-Fi の相互接続が可能となる国際的な基盤のこと。これにより、

同じく OpenRoaming 対応の FreeWi-Fi との間では再度の認証（メル

アド登録など）が不要で自動接続が可能となる。 

 

②区政連絡会のオンライン化促進の検討【計画 3-2-2】 

  令和 3 年度は 11 地区、令和 4 年度は 9・10 地区、令和 5 年度は 1・5・8 地区で

オンラインによる区政連絡会を実施。残りの 6つの地区も令和 6年度以降順次オ

ンラインによる区政連絡会を試行予定。 

 

 ③SNS やアプリ活用による情報発信【計画 3-2-3】 

  LINE：令和 3年 6月 「区公式 LINE」開設 

     令和 4年 10月 アシスとしま（若者相談）予約システムとして利用開始 

今後、区公式ホームページの更改も踏まえ、LINE を活用したオンライン申請等の

活用について研究・検討を進める 

 

（４） 方針４．職員や区民のＩＣＴリテラシーの向上 

 

 ①デジタル人材の育成【計画 4-1-1】 

特別研修「寺子屋 ICT プロジェクト」の開催 

＜研修内容＞ 

デジタル技術を活用し、各職場での課題や問題の解決に向けた、総合的な

教育訓練を実施。研修終了後、検討した「改善施策」を区長・副区長へ事業

改善提案としてプレゼンテーションを実施する。 

▷ 令和 3年度（第１期）職員 26 名参加 

▷ 令和 4年度（第２期）職員 15 名参加 

▷ 令和 5年度（第３期）職員 14 名参加 

     ▷ 令和 6年度（第４期）職員 20 名参加 

 

  ②デジタルデバイド対策（スマートフォン教室の開催）【計画 4-1-2】 

令和 5年度（主に高齢者を対象） 

地域区民ひろば課：1,145 名参加（5か所） 

高齢者福祉課   ：  95 名参加（8か所) 

 

（５）方針５．セキュリティ対策の徹底 

 個人情報や情報システムの安全な管理・運用【計画 5】 

  内部監査、自己点検、セキュリティパトロール、情報セキュリティ研修の実施な

どを通して、情報セキュリティの適切な管理・運用に努めている。 
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別紙１

　
　

 デジタル庁資料



オンライン申請利用実績（H29年度～R5年度）
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別紙２



オンライン申請利用実績（H29年度～R5年度）
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オンライン申請利用実績（H29年度～R5年度）
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オンライン申請利用実績（H29年度～R5年度）
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